
浦安市放課後うらっこクラブ実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は、全ての児童が、放課後や学校の休業日を安全・安心に過ご

し、多様な体験・活動を行うことができるよう、放課後や休業日の生活の場及び

居場所を提供し、児童の健全な育成を図ることを目的として運用する「浦安市放

課後うらっこクラブ」（以下「うらっこクラブ」という。）の実施に関し、必要な

事項を定めるものである。なお、第２条第１項に定める放課後児童健全育成事業

については、「放課後児童クラブ運営指針」（平成 27 年３月 31 日雇児発 0331 第 34

号）に基づくものとする。

（事業）

第２条 うらっこクラブは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を

連携して一体的に行うものとする。

(1) 児童福祉法第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業

(2) 社会教育法第５条第１項第 13 号に基づき実施される放課後子ども教室事業

(3) 放課後児童健全育成事業と放課後子ども教室事業との交流活動を定期的に実

施する交流促進事業

（実施場所及び定員）

第３条 うらっこクラブの実施場所は、別表第１に掲げる本市の小学校の教室及び

その他の公共施設等とする。なお、放課後児童健全育成事業（以下、「児童育成ク

ラブ」という。）の実施場所については、浦安市放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準等を定める条例（以下、「基準等」という。）に規定する基準

を満たす場所とすること。

２ うらっこクラブの児童育成クラブにおける定員は、基準等にもとづき算定した

児童室ごとの定員の合計とする。なお、各実施場所の定員は、別表第１のとおり

とする。

（対象児童）

第４条 うらっこクラブの児童育成クラブを利用できる者は、次の各号に掲げる者

とする。

(1) 本市に住所を有する小学校の児童であって、その保護者（児童福祉法第６条

に規定する保護者をいう。）及びこれに準ずる者が労働等により、昼間家庭にお

いて適切な監護を行うことができない者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に認める者



２ うらっこクラブの放課後子ども教室事業（以下、「放課後子ども教室」とい

う。）を利用できる者は、原則前条別表第１に掲げる小学校（以下、「実施校」と

いう。）に通学する児童とする。

３ 放課後児童健全育成事業と放課後子ども教室事業との交流活動を定期的に実施

する交流促進事業 (以下、「交流活動」という。)を利用できる児童は、原則実施

校に通学する児童とする。

（休業日）

第５条 うらっこクラブを閉所する日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要

と認めるときは、これを変更し、又は臨時に閉所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12 月 29 日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。）

（開所時間）

第６条 児童育成クラブの開所時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、

市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 通常授業日の月曜日から金曜日までにおいては、下校時から午後７時 30 分ま

でとする。

(2) 土曜日及び浦安市立小学校及び中学校管理規則第 18 条の２に規定する学校の

休業日の月曜日から金曜日までにおいては、午前８時から午後７時 30 分までと

する。

２ 放課後子ども教室の開所時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市

長が必要と認めるとき、又は実施場所の事情により、次の各号の範囲内において

施設ごとに定めることができるものとする。

(1) 月曜日から金曜日までにおいては、下校時から午後５時までとする。

(2) 土曜日及び浦安市立小学校及び中学校管理規則第 18 条の２に規定する学校の

休業日においては、午前９時から午後５時までとする。

３ 交流活動は、前項の範囲内において、定期的に実施するものとする。

（利用の手続き）

第７条 児童育成クラブに入会を希望する児童の保護者は、児童育成クラブ入会申

請書（別記第１号様式）及び別表第２に規定するその他必要な書類を添えて市長

に提出しなければならない。

２ 放課後子ども教室の利用を希望する児童の保護者は、放課後子ども教室登録申

請書(別記第２号様式)を、市長に提出しなければならない。なお、保護者の同意

を得た場合は、前項に規定する入会申請書を、本項の申請書に代えることができ

るものとする。



３ 交流活動に係る利用の手続は、前項のいずれかの申請書の提出をもって、手続

したものとみなす。

（利用の不承認）

第８条 市長は、前条の利用の手続があった児童について、次の各号のいずれかに

該当するときは、当該児童の利用を承認しないことができる。

(1) その利用が、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が、うらっこクラブの設置の目的に反すると認められるとき。

(3) その他、うらっこクラブの管理運営上支障があると認められるとき。

（利用可否の決定）

第９条 市長は、第７条第 1項の規定による入会の申請書の提出を受けたときは、

別に定める入会決定規約によりその可否を決定し、児童育成クラブ入会決定通知

書（別記第３号様式）又は児童育成クラブ入会審査通知書（別記第４号様式）に

より、その旨を当該申請者に通知するものとする。

２ 市長は、第７条第２項の規定による登録の申請書の提出を受けたときは、前条

各号のいずれかに該当しないと認められた場合、放課後子ども教室の利用を認め

るものとする。

（利用許可の取消し）

第１０条 市長は、前条の規定によりうらっこクラブの利用の決定を受けた児童

が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 第４条に規定する利用の要件を欠いたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、利用の決定を受けたとき。

(3) 正当な理由がなく保護者負担金を滞納したとき。

（4） この要綱又はこの要綱に基づく要領等に違反したとき。

（5） その他市長が利用を不適当と認めたとき。

（申請の取り下げ）

第１１条 保護者は、第９条に規定する児童育成クラブの入会決定を受けた後、入

会期間初日までの間に、転出やその他の理由により、児童育成クラブを利用しな

くなったときは、児童育成クラブ入会申請取下届(別記第５様式)を直ちに市長に

提出しなければならない。

（届出の義務）

第１２条 保護者は、第９条に規定する児童育成クラブの入会決定を受けた児童

（以下、「児童育成クラブ入会児童」という。）を退会させるときは、児童育成ク

ラブ退会届（別記第６号様式）を市長に提出し、又は児童育成クラブ入会申請書



の記載事項に変更が生じたときは児童育成クラブ入会申請書記載事項変更届（別

記第７号様式）を直ちに市長に提出しなければならない。

２ 保護者は、児童育成クラブ入会児童が、疾病等による入院や自宅療養、帰省、

又は感染症の予防等の理由により、児童育成クラブを１月以上の長期にわたり欠

席するときは、児童育成クラブ長期欠席届（別記様式第８号様式）を直ちに市長

に提出しなければならない。なお、欠席する期間は、原則３月以内とする。

３ 保護者は、放課後子ども教室に登録されている児童の情報を抹消させるとき

は、放課後こども教室登録抹消届（別記第９号様式）を市長に提出し、又は放課

後こども教室登録申請書の記載事項に変更が生じたときは登録申請書記載事項変

更届（別記第 10 号様式）を直ちに市長に提出しなければならない。なお、保護者

の同意を得た場合は、前項に規定する退会届又は登録申請書記載事項変更届を本

項の届出に代えることができるものとする。

（権利譲渡等の禁止）

第１３条 うらっこクラブを利用する者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはな

らない。

(学校からの直接来所)

第１４条 放課後子ども教室に登録されている児童のうち学校からの直接来所を希

望する児童の保護者は、市から配付される「ランドセル持込み確認票」（以下、

「ランドセルカード」という。）に、当該来所日における同意の旨を記し、市に提

出するものとする。

２ 市長は、前項の保護者からの同意の旨が記されたランドセルカードの提出を受

けたときは、学校からの直接来所を認めるものとする。

３ 前項に限らず、市長が必要と認めたときは、直接来所を認めるものとする。

（実施主体）

第１５条 うらっこクラブの実施主体は浦安市とする。ただし、うらっこクラブの

運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる公共的団体等に委託する

ことができる。

２ うらっこクラブの運営を委託する公共的団体等とは、次のとおりとする。

(1) 運営委員会

(2) 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び社会福祉法

人とする。

(3) 特定非営利活動法人

(4) 株式会社又は有限会社

(5) 労働者協同組合法（令和２年法律第 78 号）に基づいて設立された法人



（運営協議会）

第１６条 前条第１項ただし書の規定により委託を受けた公共的団体等は、次に掲

げる者を構成員とした運営協議会を設置し、運営するとともに、当該うらっこク

ラブの運営に関し、児童やその保護者の意見を十分聴取するなど、利用者の立場

に立った運営を確保しなければならない。

(1) ＰＴＡの代表者

(2) 保護者の代表者

(3) 学校関係者

(4) その他、運営協議会が必要と認める者

(運営体制)

第１７条 市長は、第２条に掲げる事業を円滑に運営するため、各実施校におい

て、次のとおり運営体制を整備するものとする。

(1) うらっこクラブ運営責任者

実施校におけるうらっこクラブの全体の管理・統括をする運営責任者を配置す

ること。

(2) 児童育成クラブ運営体制

基準等に基づき、実施校に、主任支援員、支援員、補助員等を配置すること。

(3) 放課後子ども教室運営体制

実施校に、チーフパートナー及びアシスタントパートナーを配置すること。

(4) 交流活動運営体制

前３号の運営体制にて運営するものとする。なお、別途交流活動運営専任の職

員等を配置することは妨げない。

（費用の負担）

第１８条 児童育成クラブ入会児童の保護者は、間食費（おやつ代）及び傷害保険

料その他必要に応じて徴収する教材の購入経費等（以下「保護者負担金」とい

う。）を負担しなければならない。

２ 前項の保護者負担金は、実施主体が管理し、利用者の意見を聴取し、当該意見

を踏まえて有効に執行しなければならない。

３ 児童育成クラブ入会児童の保護者は、保護者負担金として、当該児童１人につ

き月額 5,000 円を実費負担するものとする。

４ 市長は、放課後子ども教室及び交流活動の実施に必要な教材費等のうち、児童

が消費する実費相当額について、放課後こども教室に登録されている児童の保護

者に負担を求めることができる。

（その他）



第１９条 この要綱に定めるもののほか、うらっこクラブの実施に関し必要な事項

は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

第１条 この要綱は、令和２年 12 月１日から施行する。

（経過措置）

第２条 新要綱の規定は、令和３年度以後の利用の手続き等について適用し、令和

２年度までの利用の手続き等については、なお従前の例による。

（浦安市児童育成クラブ実施要綱の廃止）

第３条 浦安市児童育成クラブ実施要綱（平成 15 年３月１日施行）は、廃止する。

（浦安市放課後異年齢児交流促進事業実施要綱の廃止）

第４条 浦安市放課後異年齢児交流促進事業実施要綱（平成 28 年 10 月 1 日施行）

は、廃止する。

附 則

この要綱は、令和元年７月１日から施行する。

この要綱は、令和元年 11 月 15 日から施行する。

この要綱は、令和２年１月 15 日から施行する。

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

（浦安市児童育成クラブ実施要綱の廃止）

浦安市児童育成クラブ実施要綱（平成 15 年３月１日施行）は、廃止する。

（浦安市放課後異年齢児交流促進事業実施要綱の廃止）

浦安市放課後異年齢児交流促進事業実施要綱（平成 28 年 10 月 1 日施行）は、

廃止する。


